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宣 
 

 

言 
  

国
民
健
康
保
険
は
制
度
創
設
以
来
、
我
が
国
の
国
民
皆
保
険
体
制
の
中
核
を
担
い
、
地
域
医
療

の
確
保
や
地
域
住
民
の
健
康
の
保
持
増
進
に
貢
献
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
高
年
齢
者
を

多
く
抱
え
医
療
費
の
増
嵩
年
々
著
し
く
、
一
方
で
は
景
気
悪
化
の
影
響
や
低
所
得
者
層
の
増
加
な

ど
に
よ
り
被
保
険
者
の
負
担
能
力
も
低
下
し
、
保
険
料
（
税
）
の
収
納
率
は
国
民
皆
保
険
達
成
以

来
過
去
最
低
を
更
新
す
る
な
ど
、
国
保
制
度
が
抱
え
る
構
造
的
な
問
題
は
抜
本
的
な
改
革
が
な
さ

れ
な
い
ま
ま
、
極
め
て
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
市
町
村
に
お
い
て
は
、
依
然

と
し
て
一
般
会
計
か
ら
国
保
特
別
会
計
へ
の
多
額
の
繰
り
入
れ
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
市
町
村
財
政

逼
迫
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。 

こ
の
た
め
国
に
お
い
て
は
、
国
民
皆
保
険
体
制
の
堅
持
の
た
め
、
制
度
間
の
不
均
衡
を
是
正
し

給
付
の
平
等
と
負
担
の
公
平
に
向
け
、
我
々
が
長
年
主
張
し
て
き
た
医
療
保
険
制
度
の
一
本
化
を

早
急
に
実
現
す
べ
き
で
あ
る
。 

今
年
六
月
に
成
案
を
得
た
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
の
推
進
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
の

国
保
財
政
基
盤
強
化
策
を
恒
久
化
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
国
保
財
政
の
安
定
化
の
た
め
国
庫
負

担
の
拡
充
・
強
化
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。 

な
お
、
抜
本
的
な
改
革
が
な
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
国
保
制
度
及
び
高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直

し
に
あ
た
っ
て
は
、
地
方
自
治
体
の
意
見
を
十
分
に
尊
重
し
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
万
全
の
措

置
を
講
じ
る
べ
き
で
あ
る
。 

ま
た
、
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
、
保
健
師
等
必
要
な
人
材
確
保
と

地
域
の
実
態
に
即
し
た
十
分
な
財
政
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
加
算
・
減
算
措
置
を
撤
廃
す
べ

き
で
あ
る
。 

一
方
、
地
域
に
お
い
て
は
、
医
師
不
足
や
診
療
科
の
偏
在
に
よ
り
必
要
な
医
療
の
確
保
に
困
難

を
極
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
域
住
民
の
医
療
不
安
を
招
か
ぬ
よ
う
医
師
や
看
護
師
等
の
医
療
従

事
者
の
確
保
対
策
を
強
力
に
推
進
し
、
地
域
医
療
体
制
の
充
実
・
強
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
国
民
皆
保
険
体
制
発
足
以
来
の
懸
案
で
あ
る
被
用
者
保
険
か
ら
市
町
村
国
保
へ
の
被

保
険
者
資
格
喪
失
情
報
の
届
出
を
義
務
化
し
、
被
保
険
者
資
格
の
適
用
適
正
化
を
推
進
す
べ
き
で

あ
る
。 

我
々
国
保
関
係
者
は
、
こ
こ
に
「
国
保
制
度
改
善
強
化
全
国
大
会
」
を
開
催
し
、
組
織
の
総
意

を
結
集
し
て
、
本
大
会
の
決
議
の
実
現
に
向
け
、
断
固
邁
進
す
る
こ
と
を
誓
う
も
の
で
あ
る
。 
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本
日
こ
こ
に
、
全
国
の
国
民
健
康
保
険
関
係
者
が
一
堂
に
会
し
、
国
民
健
康
保

険
が
直
面
す
る
諸
問
題
の
改
善
を
期
し
て
、
国
保
制
度
改
善
強
化
全
国
大
会
を
開

催
し
、
慎
重
審
議
し
た
結
果
、
次
の
と
お
り
満
場
一
致
こ
れ
を
採
択
し
た
。 

国
は
、
国
民
健
康
保
険
制
度
の
現
状
を
踏
ま
え
、
次
の
事
項
を
必
ず
実
現
さ
れ

る
よ
う
本
大
会
の
総
意
を
も
っ
て
強
く
要
望
す
る
。 

 

記 

 

一
、 

医
療
保
険
制
度
の
一
本
化
を
早
期
に
実
現
す
る
こ
と
。 

 

一
、 

社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
の
推
進
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
国
保
財

政
基
盤
強
化
策
を
恒
久
化
す
る
と
と
も
に
、
国
庫
負
担
の
拡
充
・
強
化
を
行

う
こ
と
。 

 

一
、 

国
保
制
度
及
び
高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直
し
に
あ
た
っ
て
は
、
地
方
自
治
体

の
意
見
を
十
分
に
尊
重
し
万
全
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

 

一
、 

特
定
健
診
・
保
健
指
導
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
、
保
健
師
等
の
人
材
確
保
と

財
政
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
実
施
率
等
に
よ
る
加
算
・
減
算
措
置
を
撤

廃
す
る
こ
と
。 

 

一
、 

医
師
確
保
等
対
策
を
強
力
に
推
進
し
、
地
域
医
療
体
制
の
充
実
強
化
を
図
る

こ
と
。 

 

一
、 

被
保
険
者
資
格
の
適
用
適
正
化
を
推
進
す
る
た
め
、
資
格
喪
失
情
報
の
届
出

を
義
務
化
す
る
こ
と
。 

 

一
、 

国
民
健
康
保
険
組
合
の
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
。 

  

右 

決
議
す
る
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